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証券コード　6042
令和元年６月６日

株 主 各 位
神奈川県厚木市上依知3029番地

取締役社長 和 田 　 孝
第128期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第128期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な

がら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、令和元年６月26日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い
申しあげます。

敬　具
記

１． 日 時 令和元年６月27日（木曜日）午前10時
２． 場 所 神奈川県海老名市中央二丁目９番50号

レンブラントホテル海老名
２階「プリマヴェーラ」
（平成30年12月１日にオークラフロンティアホテル海老名から名称が変更と
なりました。末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３． 目 的 事 項
報 告 事 項 １．第128期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第128期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)更新の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、イン
ターネット上の当社ウェブサイト（http://www.nikkinet.co.jp/）に掲載させていただきます。

－ 1 －
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（提供書面）
事　 業　 報　 告
(平成30年 4 月 1 日から

平成31年 3 月31日まで)
１．企業集団の現況

⑴　当事業年度の事業の状況
①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に個人消費
の持ち直しの動きが見られる等、緩やかな回復基調で推移しました。
　一方、世界経済は、米中貿易摩擦の長期化、それによる中国の景気減速懸念、英国のＥＵ離
脱問題による情勢不安等を背景として、依然として先行き不透明な状況が続いております。
　このような状況のもと、当連結会計年度の業績は、中国向け製品の一時的な販売減少や不採
算取引の縮小、一部製品の販売終了等により、連結売上高は78億６千７百万円（前連結会計年
度比14.3％減少)となりました。
　損益につきましては、収益性の高い商品の販売割合の増加・不採算取引の改善効果や為替相
場が想定よりも円安基調で推移したこと等により、営業利益は７億８千２百万円（同12.7％減
少）、経常利益は９億７千６百万円（同9.4％増加）、親会社株主に帰属する当期純利益は８
億１百万円（同22.0％増加）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。
　ガス機器事業は、中国市場向け製品が前期の販売増加の反動による一時的な調整局面にある
こと等により、売上高は34億６千万円（同16.2％減少）、営業利益は２億４千５百万円（同
59.7％減少）となりました。
　汎用機器事業は、不採算取引の縮小や一部製品の販売終了等により、売上高は29億８千１百
万円（同19.6％減少）となりましたが、収益性の高い商品の販売割合の増加や採算性の改善等
により、営業利益は６千９百万円（前連結会計年度は１億９千４百万円の損失）となり、黒字
化を達成いたしました。
　自動車機器事業は、フォークリフト向けキャブレタやインドにおけるダイカスト関連製品の
売上拡大等により、売上高は８億７千１百万円（同9.6％増加）となりましたが、商品の売上
構成の変化等もあり、営業利益は２千１百万円（同32.6%減少）となりました。
　不動産賃貸事業は売上高５億５千３百万円（同0.0％増加）、営業利益は４億４千５百万円
（同0.8％減少）となりました。

－ 2 －

事業の状況
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②　設備投資の状況
　当社グループ（当社及び一部の連結子会社）では、長期的に成長が期待できる製品分野及び
研究開発分野に重点を置き、併せて省力化、合理化及び製品の信頼性向上のための投資を行っ
ております。
　当社グループの当連結会計年度の設備投資総額は４億２千９百万円であります。
　ガス機器事業においては、新機種開発、受託実験及び生産合理化等のための設備・装置に９
千１百万円の設備投資を行っております。
　汎用機器事業においては、金型更新及び海外子会社における新機種対応等に１億３百万円の
設備投資を行っております。
　自動車機器事業においては、ダイカスト関連設備及び生産合理化等に３千５百万円の設備投
資を行っております。
　不動産賃貸事業においては、１億９千９百万円の設備更新の投資を行っております。

③　資金調達の状況
該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

－ 3 －

事業の状況
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第　 125　 期

(平成28年
３ 月 期 )

第　 126　 期

(平成29年
３ 月 期 )

第　 127　 期

(平成30年
３ 月 期 )

第　 128　 期
当連結会計年度
(平成31年

３ 月 期 )
売  上  高(千 円 ) 8,936,462 8,439,482 9,185,467 7,867,447

経 常 利 益(千 円 ) 668,619 584,786 892,538 976,545

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 ( 千 円 ) 498,603 492,278 657,229 801,989

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 53円20銭 52円53銭 350円69銭 426円61銭

総  資  産(千 円 ) 13,085,939 12,911,407 13,319,774 13,479,096
（注）当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っておりますが、第127

期の期首に当該株式併合が行われたものと仮定して１株当たり当期純利益を算定しております。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況等
①　親会社との関係

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

瀋 陽 日 新 気 化 器 有 限 公 司 3,000千米ドル 100％ ガス機器及び汎用機器事業

N  I  K  K  I   A  M  E  R  I  C  A ,  I  N  C . 4,300千米ドル 100％ 汎用機器事業

NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 6,230千米ドル 70％ 汎用機器事業

ニ ッ キ ・ テ ク ノ 株 式 会 社 10,000千円 100％ 自動車機器事業

株 式 会 社 ニ ッ キ  ソ ル テ ッ ク  サ ー ビ ス 30,000千円 100％ ガス機器及び自動車機器事業

NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED 400,000千ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ 100％ 汎用機器及び自動車機器事業

N I K K I  ( T H A I L A N D )  C O . , L T D . 50,000千ﾀｲﾊﾞｰﾂ 90％ ガス機器事業

（注）１．NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLCの出資比率70％はNIKKI AMERICA,INC.による間接所有であ
ります。

　　　２．NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITEDの出資比率のうち6.25％は株式会社ニッキ ソル
テック サービスによる間接所有であります。

　　　３．(注)１及び２以外の上記子会社の各出資比率は、全て直接所有であります。

－ 4 －

直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況等
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⑷　対処すべき課題
　現在、自動車業界は100年に一度と言われる大変革期を迎え、その変化への対応が強く求めら
れております。
　このような状況の下で、当社グループは、この大きな外部環境の変化に適切に対応するととも
に、その変化を大きなチャンスとして捉え、現状をブレークスルーして「成長軌道への転換」を
実現するため、既存事業の磨き上げ・更なる強化に加え、新規市場・新規事業への進出に積極的
に対応してまいります。

＜重点施策＞
①　既存差別化戦略の更なる展開（既存事業の磨き上げ）

　当社の差別化戦略のコアとなるガス機器事業（大型天然ガス自動車システム）での更なるシ
ェアアップを実現するため、成長性の高い中国市場・インド市場を重点市場として位置付け、
従来以上により積極的な対応を図ります。

②　新たな事業戦略の展開（新規市場・新規事業への進出）
１）当社の持つ高度な制御システムのノウハウを活用し、新たな電動系ビジネスへの展開を図

ります。
２）新たに認証取得した自動車向け機能安全国際規格であるISO26262：2011を活用し新規

事業への参入・進出を図ります。
３）安定的・継続的な売上規模の見込めるメジャー市場対応商品・技術の開発を推進します。

③　その他
　顧客ニーズの多様化・高度化への対応を強化するために、製品開発手法の拡充・多様化（自
社製品＋他社製品の組み合わせ）やファブレス化（開発・設計＋製造は外注化）等についても
検討を進め異業種も含めた提携の強化・連携の強化を図ります。

－ 5 －

対処すべき課題
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⑸　主要な事業内容（平成31年３月31日現在）
当社グループは、ガス機器事業、汎用機器事業、自動車機器事業及び不動産賃貸事業を行って

おります。その主な内容は次のとおりであります。
事業の種類別セグメントの名称 主 要 な 事 業 内 容

ガ ス 機 器 事 業
ＥＣＵ(電子制御装置)、インジェクター及び噴射システ
ム機器類、ミキサ、ベーパーライザ、レギュレータ等の
製造及び販売

汎 用 機 器 事 業 汎用気化器(農業用・産業用)、船舶用気化器、二輪及び
汎用噴射システム機器類等の製造及び販売

自 動 車 機 器 事 業 スロットルボディ、気化器、アクセルワイヤユニット、
アクチュエータ等の製造及び販売

不 動 産 賃 貸 事 業 当社所有不動産の賃貸

⑹　主要な営業所及び工場（平成31年３月31日現在）
①　当社

名 称 所 在 地
本 社 神奈川県厚木市
厚 木 工 場 神奈川県厚木市
シ カ ゴ 出 張 所 アメリカ合衆国ウィスコンシン州フランクリン

②　子会社
会 社 名 所 在 地

瀋 陽 日 新 気 化 器 有 限 公 司 中華人民共和国遼寧省瀋陽市
N I  K  K  I     A  M  E  R  I  C  A  ,  I  N  C . アメリカ合衆国ウィスコンシン州フランクリン
NIKKI  AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC アメリカ合衆国アラバマ州オーバン市
ニ ッ キ ・ テ ク ノ 株 式 会 社 神奈川県厚木市
株 式 会 社 ニ ッ キ 　 ソ ル テ ッ ク 　 サ ー ビ ス 神奈川県厚木市
N I K K I  I N D I A  F U E L  S Y S T E M S P R I V A T E  L I M I T E D インド共和国タミル・ナードゥ州
N I K K I  ( T H A I L A N D )  C O . , L T D . タイ王国ナコーンパトム県

－ 6 －

主要な事業内容、主要な営業所及び工場
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⑺　使用人の状況（平成31年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

事業の種類別セグメントの名称 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

ガ ス 機 器 事 業 141名 ７名増

汎 用 機 器 事 業 301名 ６名減

自 動 車 機 器 事 業 118名 11名減

不 動 産 賃 貸 事 業 ― ―

全 　 　 　 社 　 　 　 （ 共 　 　 　 通 ） 53名 ２名減

合 計 613名 12名減

（注）１．使用人数は、就業人員であります。
２．全社（共通）として記載されている使用人数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属

しているものであります。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

230名 ５名減 42.9歳 17.9年

（注）使用人数には、アルバイト及びパートタイマーは含まれておりません。

⑻　主要な借入先の状況（平成31年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 横 浜 銀 行 792百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 680

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 530

株 式 会 社 神 奈 川 銀 行 310

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 150

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 7 －

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（平成31年３月31日現在）

①　発行可能株式総数
②　発行済株式の総数
③　株主数

8,000,000株
2,000,000株

1,123名
④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

い ち ご ト ラ ス ト ・ ピ ー テ ィ ー イ ー ・ リ ミ テ ッ ド 427,000株 22.68％

ゴ ー ル ド マ ン サ ッ ク ス イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 99,700 5.30

ス テ ー ト  ス ト リ ー ト  バ ン ク  ア ン ド  ト ラ ス ト
カ ン パ ニ ー  ５ ０ ５ ２ ７ ７ 90,400 4.80

谷 電 機 工 業 株 式 会 社 80,400 4.27

株 式 会 社 横 浜 銀 行 80,000 4.25

光 陽 投 資 有 限 公 司 80,000 4.25

株 式 会 社 富 士 精 機 製 作 所 61,200 3.25

株 式 会 社 神 奈 川 銀 行 52,000 2.76

株 式 会 社 り そ な 銀 行 50,000 2.66

ジ ェ イ ア ン ド エ ス 保 険 サ ー ビ ス 株 式 会 社 50,000 2.66

（注）持株比率は自己株式（117,630株）を控除して計算しております。

⑵　新株予約権等の状況
該当事項はありません。

－ 8 －

株式の状況、新株予約権等の状況
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⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（平成31年３月31日現在）

会社における地位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況

取締役社長（代表取締役） 和 田 　 孝 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC取締役会長
瀋陽日新気化器有限公司董事長

常務取締役 田 中 宣 夫 総務部長、
経営企画室長、関係会社室長

取　締　役 守 屋 元 治 品質保証部長、
統合マネジメントシステム室長

取　締　役 川 横 弘 司 実験部長、
生産技術部管掌

取　締　役 尾 見 雅 明 設計部長

取　締　役 小 野 田 　 教 　 昭 営業部長、
購買部長

取　締　役 遠 藤 健 一 製造部長、NPS推進室長、
生産管理部管掌

取　締　役 佐 藤 順 哉

弁護士
奥・片山・佐藤法律事務所パートナー
三井金属鉱業株式会社社外取締役
サッポロホールディングス株式会社社外監査役
大正製薬ホールディングス株式会社社外監査役

取　締　役 松 村 　 隆
公認会計士
松村公認会計士事務所代表
興亜監査法人代表社員
株式会社万世社外監査役

監　査　役（常勤） 五 十 嵐 　 清 　 孝

監　査　役 染 野 光 宏
公認会計士
染野公認会計士事務所代表
株式会社サントラスト社外監査役

監　査　役 夏 目 岳 彦
公認会計士
ミネルヴァインサイト合同会社代表社員
夏目公認会計士事務所代表

（注）１．取締役佐藤順哉氏及び松村隆氏は、社外取締役であります。
２．監査役染野光宏氏及び夏目岳彦氏は、社外監査役であります。
３．監査役染野光宏氏及び夏目岳彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程

度の知見を有するものであります。
４．当社は、取締役佐藤順哉氏及び松村隆氏、監査役染野光宏氏及び夏目岳彦氏を東京証券取引所の定め

に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

－ 9 －

会社役員の状況



2019/05/27 10:58:31 / 18482574_株式会社ニッキ_招集通知（Ｃ）

②　責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の
限度額は、法令が定める額としております。

③　当事業年度に係る報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（ う 　  ち 　  社 　  外 　  取 　  締 　  役 ）

９名
(２)

104百万円
(８)

監 査 役
（ う 　  ち 　  社 　  外 　  監 　  査 　  役 ）

３
(２)

19
(４)

合 計 12 123
（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、昭和57年６月30日開催の第91期定時株主総会において年額120百万円以内
（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。またそれとは別枠で、平成30年
６月28日開催の第127期定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付
株式の付与のために支給する報酬限度額を年額50百万円以内と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成６年６月29日開催の第103期定時株主総会において年額50百万円以内
と決議いただいております。

４．上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。
・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額５百万円（取締役７名に対し５百万円、監査役１

名に対し０百万円）。
・譲渡制限付株式の付与のための報酬として取締役７名に付与した譲渡制限付株式20百万円（報酬等

としての額）。
５．当社は、平成30年６月28日開催の第127期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を

廃止しております。これに伴い、重任する取締役（社外取締役を除く。）及び監査役（社外監査役を
除く。）に対し、退任時に役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り
支給をすることと決議いただいております。上記の「役員退職慰労引当金」は、当事業年度に係る平
成30年６月28日開催の第127期定時株主総会決議までの期間の費用計上額であります。

－ 10 －

会社役員の状況
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④　社外役員に関する事項
１）他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況・兼職先との関係

佐藤順哉氏は、奥・片山・佐藤法律事務所のパートナーを兼務しております。なお、当社
と同事務所の間には特別の利害関係はありません。

松村隆氏は、松村公認会計士事務所代表及び興亜監査法人代表社員を兼務しております。
なお、当社と各兼職先の間には特別の利害関係はありません。

染野光宏氏は、染野公認会計士事務所代表を兼務しております。なお、当社と同事務所の
間には特別の利害関係はありません。

夏目岳彦氏は、ミネルヴァインサイト合同会社代表社員及び夏目公認会計士事務所代表を
兼務しております。なお、当社と各兼職先の間には特別の利害関係はありません。

２）他の法人等の社外役員との兼職状況・兼職先との関係
佐藤順哉氏は、三井金属鉱業株式会社の社外取締役、サッポロホールディングス株式会社

及び大正製薬ホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社と同
各社の間には特別の利害関係はありません。

松村隆氏は、株式会社万世の社外監査役を兼務しております。なお、当社と同社の間には
特別の利害関係はありません。

染野光宏氏は、株式会社サントラストの社外監査役を兼務しております。なお、当社と同
社の間には特別の利害関係はありません。

３）当事業年度における主な活動状況
取 締 役 会 （ 1 3 回 開 催 ） 監 査 役 会 （ 1 5 回 開 催 ）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 佐 藤 順 哉 10回 76％ ―回 ―％

取 締 役 松 村 　 隆 13 100 ― ―

監 査 役 染 野 光 宏 13 100 15 100

監 査 役 夏 目 岳 彦 13 100 15 100

佐藤順哉氏は、必要に応じて、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。
松村隆氏、染野光宏氏及び夏目岳彦氏は、必要に応じて、主に公認会計士としての専門的

見地から発言を行っております。

－ 11 －
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⑷　会計監査人の状況
①　名称

EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、平成30年７月１日をもってEY新日本有限責任監査法人へ名
称変更しております。

②　報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 32,296千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額 32,296千円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報
酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人として
の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③　会計監査人報酬について監査役会が同意した理由
　監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、
前事業年度の監査計画と実績の対比、監査日数及び報酬額の推移を確認した上、当事業年度の
監査計画日数及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条
第１項の同意を行っております。

④　非監査業務の内容
該当事項はありません。

⑤　会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づ
き、当該議案を株主総会に提出いたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる
場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選
定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と
解任の理由を報告いたします。

－ 12 －
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⑥　責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

⑦　当社の重要な子会社であります瀋陽日新気化器有限公司、NIKKI AMERICA FUEL 
SYSTEMS,LLC及びNIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITEDにつきましては、当社の
会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有す
る者を含む）の監査（会社法又は金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む）
の規定によるものに限る）を受けております。

⑸　業務の適正を確保するための体制
当社は、平成27年４月22日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制（以

下「内部統制システム」といいます）の整備に関する基本方針を一部改定する決議をいたしまし
た。当該基本方針の内容は次のとおりであります。

①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
役員規定及び役員行動規範の遵守を周知徹底し、法令及び定款違反行為を未然に防止する。
取締役が他の取締役の法令及び定款違反行為を発見した場合は、取締役会並びに監査役に報

告すると共に審議を求め、重大性に応じて再発防止策を策定し、全社的にその内容を周知徹底
する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
１）取締役会、経営会議等の議事録、並びに稟議書・報告書その他取締役の職務執行に係わる

文書及び情報については、役員規定、文書管理規程及び、情報セキュリティー管理規程に
基づき、適切に保存・管理する。

２）取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

③　当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１）リスクマネジメント規程に基づき、業務執行に係わる各種のリスクを適切に洗い出し、リ

スクの分析評価を行うと共に、重大な損失をおよぼすおそれのあるリスクについては、適
切な処置を行う。

－ 13 －
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　　また、当社及び子会社においては、定期的な内部監査の実施により、リスク管理に係わる
整備・運用状況を監査し、その結果について、内部統制委員会でマネジメントレビューを
行う。

２）リスクその他重要事実に応じた有事の際の、迅速且つ適切な情報伝達と開示体制を整備す
る。

④　当社取締役及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役

会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営
方針及び経営戦略に係る重要事項については、社長以下取締役、監査役によって構成され
る経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。

２）取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程に基づいて、それぞれ各部門
担当役員の責任の下、実施する。

３）以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
１．取締役、社員が共有する全社的なビジョンと目標を定め、この浸透を図ると共に、経営

の羅針盤として３事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。
２．各部門担当役員は、中期経営計画を具体化するため、中期経営計画に基づき、毎期、部

門毎の目標と具体的な施策を定めた年度業務計画を策定する。
３．年度業務計画の実績は、毎月全取締役が出席する業績ヒヤリング会議にて報告され、目

標達成状況のレビューと結果をフィードバックすることにより、業務の効率性を確保し
ている。
その議事録はマネジメントレビュー会議記録として、文書管理規程に基づき保管される。

４）当社は中期経営計画を具体化するため、子会社の取締役に対し、毎事業年度ごとに各子会
社の年間業務計画を策定させ、月度業績報告を提出させる。

⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
１）コンプライアンス体制の基礎として、経営理念、企業行動憲章及び従業員行動規範を定め、

周知徹底する。コンプライアンス違反行為があった場合は、就業規則に則り、「賞罰委員
会」において適正に処分する。

２）内部監査部門として、客観性と公平性を確保するため、執行部門から独立した統合マネジ
メントシステム室を設置し、内部監査を行う。

－ 14 －

業務の適正を確保するための体制
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３）法令違反その他のコンプライアンス違反に関する事実についての社内報告体制として、内
部通報システム運用規程に基づき、匿名で通報できることを保障するシステムを整備し運
用する。

　　会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わない。
４）取締役及び内部通報情報受領者は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンス

に関する重要な事実を発見した場合は、取締役会並びに監査役に報告すると共に審議を求
め、重大性に応じて再発防止策を策定し、全社的にその内容を周知徹底する。

⑥　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
１）グループ企業における業務の適正を確保するため、当社にグループ企業の内部統制を担当

する関係会社室を設置すると共に、当社の経営理念、企業行動憲章及び従業員行動規範を
展開する。
グループ企業各社は、これを基本に自社の特性を勘案して諸規程を定める。

２）経営管理については、関係会社管理規程に基づき、目標と具体的な施策を定めた年度業務
計画の策定と月度業績報告の提出を義務づけると共に、当社の経営会議で定期的に報告・
決裁を行う制度により、グループ企業の経営管理を行う。

３）取締役及び関係会社室長は、グループ企業において、法令違反その他コンプライアンスに
関する重要な事実を発見した場合は、取締役会並びに監査役に報告すると共に審議を求め、
重大性に応じて再発防止策を策定し、全社的にその内容を周知徹底する。

４）子会社が、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反、或いはその他コンプライア
ンス上問題があると認めた場合には、内部通報システムにより情報受領者経由で「内部統
制委員会」へ報告される体制とする。重大性に応じて、「内部統制委員会」が担当部門と
協議の上、再発防止策を策定し、取締役会並びに監査役に報告すると共に審議を求め、全
社的にその内容を周知徹底する。

⑦　監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する
事項

１）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役補助者を置く。
２）監査役補助者は業務執行部門からの独立性を確保すると共に、その人事異動、人事考課に

ついては監査役の事前同意を得る。
３）監査役の職務を補助すべき使用人は、専任または兼任を可能とするが、監査役の指揮命令

に従わなければならない。

－ 15 －
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⑧　当社及び子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告を
するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

１）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制は、四半期毎の内部統制委員会、環境管
理委員会、毎月の取締役会、業績ヒヤリング会議、品質管理委員会及び毎週の経営会議の
場とし、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に報告するもの
とする。
前記に拘らず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求める
ことができることとする。

２）内部通報システムの適切な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス
上の問題について監査役への適切な報告体制を確保するものとする。

３）当社子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著し
い損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第直ちに当社の関係会社室長
経由で、監査役に対して報告を行う。なお、当社は当社の監査役へ報告を行った当社子会
社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として、不利益な扱いを行わな
い。

⑨　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執
行について費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　　　監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において
審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要ないと認められた
場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑩　監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１）監査役は、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監

査業務の遂行を図る。
２）内部監査部門の統合マネジメントシステム室と緊密に連携し、適切な意思疎通及び効果的

な監査業務の遂行を図る。

⑪　財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に規定される「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため

の体制の評価」を適正に行うため、内部監査部門が内部統制活動の整備・運用状況を監査し、
内部統制委員会へ報告する。

－ 16 －
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⑫　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
取締役並びに監査役及び従業員は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団

体に対しては、断固たる態度・行動をとり、一切の関係を遮断し、それらの活動を助成する行
為は行わない。

また、不当要求等に対しては、必要に応じ警察その他関係機関と連携して組織的な対応を行
う。

　【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】
　当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。
①　内部統制システム全般に関する事項

当社グループ全体の業務の適正を確保するために、当事業年度においても統合マネジメント
システム室が中心となり、当社及び子会社のリスク評価の確認と内部監査を実施しており、内
部統制委員会において報告が行われた。内部統制システム全般の整備・運用状況については、
内部統制委員会が継続的にモニタリングを実施しており、モニタリングの結果、判明した課題
等については必要な是正措置をとることで、より実効性のあるシステム運用に努めている。当
該運用状況等については取締役会においても報告がなされている。

②　コンプライアンスに関する事項
法令違反行為などコンプライアンスに関する問題を早期に発見し、適切に処理・是正をはか

るため、内部通報制度として当社監査役を通報窓口とし、Ｅメールや郵便等による通報を可能
としている。

③　監査役に関する事項
監査役は当社グループの取締役会の他、経営会議等重要な会議に出席し、適宜意見を述べる

とともに、統合マネジメントシステム室との連携、会計監査人との面談を通じ、確実に情報交
換を実施している。

－ 17 －
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⑹　会社の支配に関する基本方針
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要は次の

とおりであります。
①　基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値・株主共同
の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。

もっとも、当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社を支配する
者の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配
権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行わ
れるべきものと考えます。

しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主の皆様に株式の売却
を事実上強要するおそれがあるもの、株主の皆様が買付の条件等について検討したり、当社取
締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件
よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、株主共同の利益を毀
損するものもあり得ます。

このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の
決定を支配する者として適当でないと判断します。

②　取組みの具体的な内容
１）基本方針の実現に資する取組み

１．当社グループでは、着実に利益を生み出し成長し続けていくために、中期経営計画の施
策に基づき強靭な企業体質の構築及び成長戦略の推進を強力に進めております。これら
の施策を確実に遂行することで、当社グループは中長期的な成長を確実なものとし、当
社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目指します。

２．当社は、「合理性、透明性の高い経営を実践し、企業価値を高め、社会から信頼される
会社をめざす。」との経営理念に基づいて経営活動を行ない、広く社会から期待される
企業となるべくコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つとして位置
づけております。経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、
企業価値を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しており
ます。

－ 18 －
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　当社は、企業価値・株主共同の利益の向上を図るための取組みとして、株主の皆様に
対する経営陣の責任を明確にするため、取締役の任期を１年としております。また、平
成27年６月26日開催の定時株主総会により新たに社外取締役１名を追加選任いただき、
社外取締役２名体制とし、ガバナンスのより一層の強化を図ってまいりました。なお、
上記の社外取締役は東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしております。また、
役員と従業員が企業活動を遂行する上で遵守しなければならないルールとして「企業行
動憲章」及び「従業員行動規範」等を整備し、法令遵守と企業倫理の確立に努めており
ます。また、当社は監査役会設置会社を採用しております。取締役会は原則として１ヶ
月に１回開催（監査役も毎回出席）し、取締役会規則に定められた詳細な付議事項につ
いて積極的な議論を行っております。また、監査役会は、２名を社外監査役とし、監査
の透明性、公平性を確保しております。

２）基本方針に照らして、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される
ことを防止するための取組み
　当社は、平成28年６月29日開催の定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、
当社株式の大規模買付行為への対応策（以下、「本プラン」といいます。）として買収防
衛策を継続いたしました。
　具体的には、議決権割合が25％以上となる株式の買付又は公開買付を実施しようとする
大規模買付者には、必要な情報を事前に当社取締役会に提出していただきます。対抗措置
を講じるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運
用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合
理性を担保するため、独立委員会を設置しております。大規模買付者が本プランの手続を
遵守しない場合や、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと独立委員会が判断
した場合には、対抗措置の発動（大規模買付者等による権利行使は認められないとの行使
条件を付した新株予約権の無償割当等の実施）を取締役会に勧告いたします。また、対抗
策の発動について、相当でないと判断した場合は、取締役会に対して、不発動の勧告をい
たします。
　当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して対抗措置の発動・不発動の決議を
行うものとします。当社取締役会は、上記決議を行った場合、適時・適切に当該決議の内
容その他の事項について、情報開示を行います。

－ 19 －
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③　当社の導入した買収防衛策は、基本方針に沿うものであり、当社の企業価値又は株主の共同
利益を損なうものでなく、当社役員の地位の維持を目的とするものでないこと
　当社取締役会は、以下の理由から、本プランが当社の企業価値・株主共同の利益を損なう
ものではなく、かつ、当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと判断しておりま
す。

１）株主意思の反映
　本プランは、平成28年６月29日開催の定時株主総会において承認されております。ま
た、本プランの有効期限（３年）終了前であっても、当社取締役会の決議によって本プラ
ンを廃止することができます。当社取締役の任期は１年とされていることから、取締役の
選任議案を通じても、１年ごとに株主の皆様のご意思が反映されます。

２）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
　本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社
外者のみから構成される独立委員会により行われることとされています。また、その判断
の概要については、株主の皆様に公表することとされており、当社の企業価値・株主共同
の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されております。

３）本プラン発動のための合理的な客観的要件の設定
　本プランは、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されてお
り、これらの客観的要件は本プランにおける当社の財務及び事業の方針の決定を支配する
者として適当でないとされる場合と同様であります。これにより、当社取締役会による恣
意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成31年３月31日現在）

（単位：千円）
資　産　の　部 負　債　の　部

科　　目 金　額 科　　目 金　額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

7,455,582
3,975,730
1,239,058

228,827
651,300

1,100,357
51,148

366
213,798
△5,005

6,023,513
4,209,916
2,663,045

993,076
402,891

983
13,516

136,402
66,707

1,746,890
1,680,908

40,914
25,067

流 動 負 債 3,798,345
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 249,007
電 子 記 録 債 務 426,410
短 期 借 入 金 2,308,148
リ ー ス 債 務 5,127
未 払 費 用 173,686
未 払 法 人 税 等 111,825
賞 与 引 当 金 154,050
そ の 他 370,089

固 定 負 債 1,949,220
長 期 借 入 金 154,073
リ ー ス 債 務 3,643
繰 延 税 金 負 債 182,295
退 職 給 付 に 係 る 負 債 908,213
預 り 敷 金 515,563
そ の 他 185,431

負　債　合　計 5,747,566
純　資　産　の　部

株 主 資 本 6,783,977
資 本 金 500,000
資 本 剰 余 金 45,257
利 益 剰 余 金 6,516,452
自 己 株 式 △277,732

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 916,212
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 867,851
為 替 換 算 調 整 勘 定 52,627
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 △4,266

非 支 配 株 主 持 分 31,340
純　資　産　合　計 7,731,530

資　産　合　計 13,479,096 負債・純資産合計 13,479,096
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
(平成30年 4 月 1 日から
平成31年 3 月31日まで)

（単位：千円）
科　　目 金　　額

売 上 高 7,867,447
売 上 原 価 5,594,104

売 上 総 利 益 2,273,342
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,491,312

営 業 利 益 782,030
営 業 外 収 益

受 取 利 息 12,843
受 取 配 当 金 54,046
為 替 差 益 115,193
そ の 他 39,776 221,860

営 業 外 費 用
支 払 利 息 27,344
そ の 他 0 27,344
経 常 利 益 976,545

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 16 16

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 1,099 1,099

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 975,462
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 252,486
法 人 税 等 調 整 額 △76,316 176,169
当 期 純 利 益 799,292
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 △2,697
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 801,989

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
（平成30年 4 月 1 日から

平成31年 3 月31日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 500,000 44,762 5,864,384 △297,350 6,111,796

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △149,920 － △149,920

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 － － 801,989 － 801,989

自 己 株 式 の 取 得 － － － △215 △215

自 己 株 式 の 処 分 － 495 － 19,832 20,328

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ） － － － － －

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 － 495 652,068 19,617 672,181

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 500,000 45,257 6,516,452 △277,732 6,783,977

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配 株 主
持 分

純 資 産
合 計そ の 他

有 価 証 券 評 価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 860,893 122,432 △30,699 952,627 34,523 7,098,947

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △149,920

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 － － － － － 801,989

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － △215

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － 20,328

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) 6,957 △69,804 26,432 △36,414 △3,183 △39,598

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 6,957 △69,804 26,432 △36,414 △3,183 632,583

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 867,851 52,627 △4,266 916,212 31,340 7,731,530

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
１．連結の範囲に関する事項

⑴　連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
①　連結子会社の数　　　　　　　８社
②　主要な連結子会社の名称　　　瀋陽日新気化器有限公司

NIKKI AMERICA,INC.
NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC
田島精密工業株式会社
ニッキ・テクノ株式会社
株式会社ニッキ　ソルテック　サービス
NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
NIKKI (THAILAND) CO.,LTD.

⑵　主要な非連結子会社の名称
①　主要な非連結子会社の名称　　NIKKI KOREA CO.,LTD.
②　連結の範囲から除いた理由　　非連結子会社は小規模であり、同社の総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連
結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項
⑴　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称

該当事項はありません。
⑵　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等

・主要な会社の名称
（非連結子会社）　　　　　　NIKKI KOREA CO.,LTD.
（関連会社）　　　　　　　　泰華化油器股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　SNAUTO SYSTEM INDIA PRIVATE LIMITED

・持分法を適用しない理由　　　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は当期純損益（持
分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分
法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、
重要性がないためであります。

－ 24 －
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項
瀋陽日新気化器有限公司、NIKKI AMERICA,INC.、NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS, LLC及びNIKKI 
(THAILAND) CO.,LTD.の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の
計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法

　その他有価証券
　　・時価のあるもの　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　　・時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法

⑵　たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法により算定）

⑶　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産

（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社は定率法を、また在外連結子会社は定額法を
採用しております。ただし、当社及び国内連結子会社は平成10年４月
１日以降に取得した建物（附属設備を除く）及び賃貸用資産に係る建
物並びに平成28年４月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物及
び賃貸用資産に係る建物附属設備及び構築物については定額法を採用
しております。
なお、主な耐用年数は下記のとおりです。
建物及び構築物　　　　　３～60年
機械装置及び運搬具　　　１～15年
その他　　　　　　　　　１～20年

②　無形固定資産　　　　　　　　定額法
（リース資産を除く）　　　　　なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。

③　リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用して
おります。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。

－ 25 －
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⑷　引当金の計上基準
①　貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　当社及び一部の連結子会社は、従業員の賞与の支払に備えるため、支
給見込額を計上しております。

③　役員賞与引当金　　　　　　　役員の賞与の支給に備えて、当連結会計年度末における支給見込額に
基づき計上することとしております。

⑸　退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債の計上基準　　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控
除した額を計上しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年
度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によって
おります。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により
費用処理しております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部
におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上
しております。

⑹その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法　　　　　税抜方式により処理しております。

（表示方法の変更）
　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を、当連結会計

年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の
区分に表示しております。

（追加情報）
　（役員退職慰労金制度の廃止）

　当社は、平成30年６月28日開催の第127期定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職
慰労金の打ち切り支給を決議いたしました。
　これに伴い、当社の本制度廃止までの在任期間に対する「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打ち切り
支給額を固定負債の「その他」に含めて表示しております。

－ 26 －
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　（譲渡制限付株式報酬制度の導入）
　平成30年５月25日開催の当社取締役会及び平成30年６月28日開催の第127期定時株主総会において、当社
の取締役（社外取締役を除きます。）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え
るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導
入することを決議いたしました。

（連結貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務

⑴　担保に供している資産 建物及び構築物 121,854千円
土　地 122,894千円
合　計 244,748千円

⑵　担保に係る債務 短期借入金 1,990,000千円
長期借入金 150,000千円
合　計 2,140,000千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 15,674,145千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 2,000千株

２．剰余金の配当に関する事項
⑴　配当金支払額

決 　 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額
（千円）

１ 株 当 た り
配 当 額 （ 円 ） 基 準 日 効 力 発 生 日

平成30年６月28日
定時株主総会 普通株式 　149,920 　80 平成30年3月31日 平成30年6月29日

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
　令和元年６月27日開催の第128期定時株主総会の議案として普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。

①配当金の総額　　　160,001千円
②配当の原資　　　　利益剰余金
③１株当たり配当額　85円
④基準日　　　　　　平成31年３月31日
⑤効力発生日　　　　令和元年６月28日

－ 27 －
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用について短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調
達しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、社内規程に沿ってリスク低減を図っております。また、
投資有価証券は株式であり、上場会社については四半期ごとに時価の把握を行っております。

借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であります。また、デリバティブ取引の執行、管理につきま
しては、取引権限を定めた社内規程に基づき行っております。

２．金融商品の時価等に関する事項
平成31年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。
　（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額（＊1） 時価（＊1） 差額

⑴　現金及び預金 3,975,730 3,975,730 －
⑵　受取手形及び売掛金 1,239,058 1,239,058 －
⑶　電子記録債権 228,827 228,827 －
⑷　投資有価証券

その他有価証券 1,569,837 1,569,837 －
⑸　支払手形及び買掛金 (249,007) (249,007) －
⑹　電子記録債務 (426,410) (426,410) －
⑺　短期借入金 (2,300,000) (2,300,000) －
⑻　リース債務（＊2） (8,770) (8,702) △67
⑼　長期借入金（＊2） (162,221) (162,700) 478

（＊1）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
（＊2）リース債務及び長期借入金には、１年内返済予定分を含めて表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
⑴　現金及び預金、⑵　受取手形及び売掛金、並びに⑶　電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。

⑷　投資有価証券
取引所の価格によって時価を算定しております。

⑸　支払手形及び買掛金、⑹　電子記録債務、並びに⑺　短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。
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⑻　リース債務
元利金の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算

定しております。
⑼　長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、金利が一定期間ごとに更新される条件となっているため、時
価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合
計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（注２）非上場株式等（連結貸借対照表計上額111,070千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、⑷投資有価証券の
その他有価証券に含めておりません。

（注３）預り敷金（連結貸借対照表計上額515,563千円）は、残存期間を特定できず、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、開示対象より除いております。

（賃貸等不動産の状況に関する事項）
当社では、東京都品川区及び神奈川県厚木市において、賃貸等不動産を所有し、不動産賃貸事業を行っており

ます。平成31年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、445,052千円（賃貸収益は売上高に、
賃貸費用は売上原価に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び時価は、次のとおりであります。
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価当連結会計年度

期首残高
当連結会計年度

増減額
当連結会計年度末

残高

1,863,554 149,270 2,012,825 7,383,300
（注１）連結貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注２）当連結会計年度増減額のうち主な増加額は、東京都品川区の賃貸等不動産の附属設備の更新投資

（199,512千円）であり、主な減少額は減価償却費（50,241千円）であります。
（注３）当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額であります。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 4,090円69銭
１株当たり当期純利益 426円61銭
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貸　借　対　照　表
（平成31年３月31日現在）

（単位：千円）
資　産　の　部 負　債　の　部

科　　目 金 額 科　　目 金 額
流 　 動 　 資 　 産 6,282,432 流 　 動 　 負 　 債 3,995,718

現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 　 定 　 資 　 産
有  形  固  定  資  産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無  形  固  定  資  産
ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
そ の 他

2,519,206
223,189

2,451,127
203,976
619,226
49,726
20,288

198,457
8,906

△11,671
6,758,029
3,246,529
2,371,029

23,915
461,497

3,437
121,604
250,962

983
13,098
25,852
16,956
7,120
1,776

3,485,647
1,588,491
1,469,431

423,736
3,987

支 払 手 形 103,960
電 子 記 録 債 務 426,410
買 掛 金 439,401
短 期 借 入 金 2,300,000
リ ー ス 債 務 5,127
未 払 金 247,732
未 払 費 用 142,359
未 払 法 人 税 等 85,428
前 受 金 49,346
預 り 金 8,507
賞 与 引 当 金 140,721
設 備 関 係 支 払 手 形 20,490
設 備 関 係 電 子 記 録 債 務 25,960
そ の 他 272

固 　 定 　 負 　 債 1,941,311
長 期 借 入 金 150,000
リ ー ス 債 務 3,643
繰 延 税 金 負 債 204,023
退 職 給 付 引 当 金 894,275
長 期 未 払 金 173,805
預 り 敷 金 515,563

負　債　合　計 5,937,029
純　資　産　の　部

株  主  資  本 6,235,580
資 　 本 　 金 500,000
資 本 剰 余 金 27,397

資 本 準 備 金 26,902
そ の 他 資 本 剰 余 金 495

利 益 剰 余 金 5,985,916
利 益 準 備 金 125,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 5,860,916

退 職 手 当 積 立 金 6,800
別 途 積 立 金 984,194
繰 越 利 益 剰 余 金 4,869,921

自 己 株 式 △277,732
評 価 ・ 換 算 差 額 等 867,851

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 867,851
純　資　産　合　計 7,103,432

資　産　合　計 13,040,461 負債・純資産合計 13,040,461
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 30 －
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損　益　計　算　書
(平成30年 4 月 1 日から

平成31年 3 月31日まで)
（単位：千円）

科　　目 金　　額

売 上 高 7,214,622
売 上 原 価 5,504,863

売 上 総 利 益 1,709,759
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,068,429

営 業 利 益 641,329
営 業 外 収 益

受 取 利 息 209
受 取 配 当 金 58,936
技 術 指 導 料 収 入 37,687
雑 収 入 4,634
為 替 差 益 98,974 200,442

営 業 外 費 用
支 払 利 息 26,177
そ の 他 0 26,177
経 常 利 益 815,593

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 16 16

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 464 464

税 引 前 当 期 純 利 益 815,144
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 186,704
法 人 税 等 調 整 額 △22,964 163,740
当 期 純 利 益 651,404

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 31 －
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
（平成30年 4 月 1 日から

平成31年 3 月31日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合　　　計退職手当

積 立 金
別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 500,000 26,902 0 26,902 125,000 6,800 984,194 4,368,437 5,484,432 △297,350 5,713,983

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － － － △149,920 △149,920 － △149,920

当 期 純 利 益 － － － － － － － 651,404 651,404 － 651,404

自己株式の取得 － － － － － － － － － △215 △215

自己株式の処分 － － 495 495 － － － － － 19,832 20,328
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期 変 動 額
( 純 　 　 　 　 額 )

－ － － － － － － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － 495 495 － － － 501,483 501,483 19,617 521,596

当 期 末 残 高 500,000 26,902 495 27,397 125,000 6,800 984,194 4,869,921 5,985,916 △277,732 6,235,580

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 860,893 860,893 6,574,877

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △149,920

当 期 純 利 益 － － 651,404

自己株式の取得 － － △215

自己株式の処分 － － 20,328
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期 変 動 額
( 純 　 　 　 　 額 )

6,957 6,957 6,957

当 期 変 動 額 合 計 6,957 6,957 528,554

当 期 末 残 高 867,851 867,851 7,103,432

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 32 －
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
①　子会社及び関連会社株式　　　移動平均法による原価法
②　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法

⑵　たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法により算定）

⑶　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産　　　　　　　　定率法

（リース資産を除く）　　　　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）及
び賃貸用資産に係る建物並びに平成28年４月１日以降に取得した建
物附属設備及び構築物及び賃貸用資産に係る建物附属設備及び構築物
については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は下記
のとおりです。
建　物　　　　　　　 3 ～60年
構築物　　　　　　　 7 ～40年
機械及び装置　　　　 2 ～12年
車両運搬具　　　　　 2 ～ 7 年
工具、器具及び備品　 2 ～20年

②　無形固定資産　　　　　　　　定額法
（リース資産を除く）　　　　　なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。
③　リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用して
おります。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。

－ 33 －
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⑷　引当金の計上基準
①　貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。
③　退職給付引当金　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込みに基づき計上しております。なお、退職給付債
務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属
させる方法については、期間定額基準によっております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により処理
しております。

⑸　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法　　　　　税抜方式により処理しております。

（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を、当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債
の区分に表示しております。

（追加情報）
（役員退職慰労金制度の廃止）
　当社は、平成30年６月28日開催の第127期定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退
職慰労金の打ち切り支給を決議いたしました。
　これに伴い、当社の本制度廃止までの在任期間に対する「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打ち切
り支給額を固定負債の「長期未払金」として表示しております。

（譲渡制限付株式報酬制度の導入）
　平成30年５月25日開催の当社取締役会及び平成30年６月28日開催の第127期定時株主総会において、当
社の取締役（社外取締役を除きます。）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを
与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制
度を導入することを決議いたしました。

－ 34 －
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２．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産 建　物 121,854千円
土　地 122,894千円
合　計 244,748千円

②　担保に係る債務 短期借入金 1,990,000千円
長期借入金 150,000千円
合　計 2,140,000千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 13,558,538千円

⑶　保証債務
関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
瀋陽日新気化器有限公司 8,227千円

⑷　関係会社に対する金銭債権、債務
①　短期金銭債権 1,742,879千円
②　短期金銭債務 220,757千円

３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

①　売上高 2,421,910千円
②　仕入高 1,153,641千円
③　営業取引以外の取引高 73,451千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 117千株

－ 35 －
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５．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　（単位：千円）

（繰延税金資産）
賞与引当金 42,652
退職給付引当金 271,054
長期未払金 52,680
譲渡制限付株式報酬 4,621
貸倒引当金 3,537
たな卸資産評価損 31,890
関係会社株式評価損 19,213
投資有価証券評価損 10,149
未払費用 25,111
その他 11,482
繰延税金資産小計 472,394
評価性引当額 △305,079
繰延税金資産合計 167,315
（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △371,338
繰延税金負債合計 △371,338
繰延税金資産（負債）の純額 △204,023

－ 36 －
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６．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

種 類 会社等の名称 所 在 地 資本金又は出資
金

事 業 の
内 容

議 決 権 等 の
所 有 ( 被 所 有 )
割 合 ( ％ )

関 連 当 事 者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額

（ 千 円 ） 科 目 期 末 残 高
（ 千 円 ）

子会社 NIKKI AMERICA,
INC.

米 国
ｳ ｨ ｽ ｺ ﾝ ｼ ﾝ 州

4,300
千米ドル

汎用機
器事業

所有直接
100％

当社汎用機器
の販売

汎用機器の製
品 売 上
(注)１

873,525 売 掛 金 414,528

子会社 N I K K I  A M E R I C A
FUEL SYSTEMS,LLC

米 国
ｱ ﾗ ﾊ ﾞ ﾏ 州

6,230
千米ドル

汎用機
器事業

所有間接
70％

当社汎用機器
の製造、販売

汎用機器の部
品 売 上
(注)１

1,339,898 売 掛 金 1,124,120

技 術 指 導
料 収 入 等
(注)２

24,316 未 収 入 金 17,624

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１　販売価格については市場情勢を勘案して、当社が希望価格を提示し価格交渉のうえ決定しておりま

す。
（注）２　一般の市場価格等を勘案して決定しております。

　　なお、取引金額には消費税等を含めておりません。また、期末残高には消費税等を含めております。

７．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 3,773円66銭
１株当たり当期純利益 346円51銭

－ 37 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

令和元年５月２１日
株式会社ニッキ

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 耕 田 一 英 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 遠 藤 正 人 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ニッキの平成30年４月１日から平成31
年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて
合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会
計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の
表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、株式会社ニッキ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上

－ 38 －

連結計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
令和元年５月２１日

株式会社ニッキ
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 耕 田 一 英 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 遠 藤 正 人 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ニッキの平成30年４月１日から
平成31年３月31日までの第128期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び
その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明
細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監
査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ
いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上

－ 39 －

計算書類に係る会計監査報告
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

当監査役会は、平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第128期事業年度の取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり
報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める
とともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び本社内
部監査部門等と意思疎通及び情報の交換を図り、事業の報告を受けるとともに、必要に応じて往
査を実施いたしました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた
「内部統制システムに係る監査実施基準」に準拠し、子会社を含む取締役及び使用人、また本社
内部監査部門等から、その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明いたしました。財務報告に係る内部統制については、取締役等及び会計監査
人EY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みに
ついては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④　会計監査人からは、事前に監査計画の説明を受け、協議を行うとともに、監査結果の報告を受け、
意見交換を行いました。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

－ 40 －

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為、又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は子会社
に関する職務を含め認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。当該システムに関しては、その構築及び運用について継続的な改善が図られている
ことを確認しております。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点
において取締役等から内部統制は「有効」である旨、また会計監査人EY新日本有限責任監査法人
から「開示すべき重要な不備は発見されていない」旨の報告を書面で受けております。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本
方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則
第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損
なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

令和元年５月２４日
株式会社ニッキ　監査役会

常勤監査役 五十嵐　清　孝 ㊞
社外監査役 染 野 光 宏 ㊞
社外監査役 夏 目 岳 彦 ㊞

以　上

－ 41 －
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　剰余金処分の件

　当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と企業体質強化のために必要な内部留保を
確保しつつ、配当が株主の皆様への利益還元の重要な手段であるとの認識に立ち、安定配当をベ
ースに業績及び経営環境等を総合的に加味した配当の継続を基本方針としております。
　当社は当面、連結ベースで30％の配当性向を目標としてまいります。
　このような方針に基づき、第128期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと
存じます。

　期末配当に関する事項
①　配当財産の種類

金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金85円といたしたいと存じます。
この場合の配当総額は160,001,450円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年６月28日といたしたいと存じます。

－ 42 －

剰余金処分議案
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第２号議案　取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役

９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

１

わ

和
だ

田
 

　
たかし

孝
(昭和28年８月14日生)

平成15年 ４月 株式会社横浜銀行より出向

25,100株

当社営業部副部長
平成16年 ２月 営業部海外担当部長
平成16年 ３月 株式会社横浜銀行退社

当社入社
平成16年 ６月 取締役営業部長
平成19年 ６月 代表取締役社長(現任)

（重要な兼職の状況）
NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC取締役会長
瀋陽日新気化器有限公司董事長

【取締役候補者とした理由】
和田孝氏は、当社経営全般に関する幅広い知識と経験を有しており、当社経営陣を牽引するに相応し
い資質を備えております。また同氏のこれまでの当社代表取締役社長としての実績と優れた経営手腕
に鑑み、引き続き経営の指揮を執り、成長を目指していく上で最適な人材であると判断し、取締役候
補者としました。

２

た

田
なか

中
のぶ

宣
お

夫
(昭和31年１月23日生)

平成18年 ５月 株式会社横浜銀行より出向

7,700株

当社経営企画室副室長
平成18年12月 株式会社横浜銀行退社

当社入社
総務部長兼経営企画室副室長

平成
平成

19
24

年
年

６
６

月
月

取締役総務部長兼経営企画室副室長
取締役総務部長兼経営企画室長兼関係会社室
長、営業部管掌

平成
平成

平成

28
28

29

年
年

年

６
11

11

月
月

月

常務取締役、経営企画室・関係会社室管掌
常務取締役総務部長、経営企画室・関係会社室管
掌
常務取締役総務部長兼経営企画室長兼関係会社
室長(現任)

【取締役候補者とした理由】
田中宣夫氏は、管理部門を中心に当社業務に関する豊富な知識と経験を有しており、当社経営陣の一
角を担うに相応しい資質を備えております。また、これまでの当社常務取締役としての実績と優れた
経営手腕に鑑み、引き続き取締役候補者としました。

－ 43 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

３

もり

守
や

屋
もと

元
はる

治
(昭和34年２月15日生)

昭和59年 ４月 当社入社

2,800株

平成22年 ５月 営業部長
平成23年10月 品質保証部長
平成24年 ６月 取締役品質保証部長、統合マネジメントシステム

室管掌
平成25年 ５月 取締役品質保証部長、実験部・統合マネジメント

システム室管掌
平成

平成

26

28

年

年

６

６

月

月

取締役品質保証部長、統合マネジメントシステム
室管掌
取締役品質保証部長兼統合マネジメントシステ
ム室長(現任)

【取締役候補者とした理由】
守屋元治氏は、品質保証部門を中心に当社業務に関する豊富な知識と経験を有しており、当社経営陣
の一角を担うに相応しい資質を備えております。また、これまでの当社取締役としての実績と優れた
経営手腕に鑑み、引き続き取締役候補者としました。

４

かわ

川
よこ

横
こう

弘
じ

司
(昭和35年12月２日生)

昭和63年 ６月 当社入社
1,200株平成22年 ５月 実験部長

平成26年 ６月 取締役実験部長、生産技術部管掌(現任)
【取締役候補者とした理由】
川横弘司氏は、実験部門、生産技術部門を中心に当社業務に関する豊富な知識と経験を有しており、
当社経営陣の一角を担うに相応しい資質を備えております。また、これまでの当社取締役としての実
績と優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役候補者としました。

５

お

尾
み

見
まさ

雅
あき

明
(昭和37年１月30日生)

昭和60年 ４月 当社入社

1,500株

平成23年 ５月 営業部副部長
平成
平成
平成
平成
平成
平成

23
27
27
28
29
29

年
年
年
年
年
年

10
３
６
11
２
６

月
月
月
月
月
月

営業部長
設計部メカトロ技術担当部長
取締役設計部長
取締役営業部長兼設計部長
取締役設計部長、営業部管掌
取締役設計部長(現任)

【取締役候補者とした理由】
尾見雅明氏は、設計部門を中心に当社業務に関する豊富な知識と経験を有しており、当社経営陣の一
角を担うに相応しい資質を備えております。また、これまでの当社取締役としての実績と優れた経営
手腕に鑑み、引き続き取締役候補者としました。

－ 44 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

６

お

小
の

野
だ

田　
のり

教　
あき

昭
(昭和33年６月７日生)

昭和56年 ４月 当社入社

3,300株

平成18年 ２月 営業部副部長
平成21年 ９月 統合マネジメントシステム室副室長
平成21年11月 統合マネジメントシステム室長
平成
平成
平成

26
29
29

年
年
年

９
２
６

月
月
月

瀋陽日新気化器有限公司総経理
営業部長
取締役営業部長兼購買部長(現任)

【取締役候補者とした理由】
小野田教昭氏は、営業部門、購買部門を中心に当社業務に関する豊富な知識と経験を有しており、当
社経営陣の一角を担うに相応しい資質を備えております。また、これまでの当社取締役としての実績
と優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役候補者としました。

７

えん

遠
どう

藤
けん

健
いち

一
(昭和38年９月５日生)

昭和60年11月 当社入社

1,900株
平成23年12月 製造部副部長
平成
平成

26
29

年
年

７
６

月
月

製造部長兼ＮＰＳ推進室長
取締役製造部長兼ＮＰＳ推進室長、生産管理部管
掌(現任)

【取締役候補者とした理由】
遠藤健一氏は、製造部門、生産管理部門を中心に当社業務に関する豊富な知識と経験を有しており、
当社経営陣の一角を担うに相応しい資質を備えております。また、これまでの当社取締役としての実
績と優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役候補者としました。

８

さ

佐
とう

藤
じゅん

順
や

哉
(昭和28年５月４日生)

昭和57年 ４月 弁護士登録(現任)

―株

ファーネス・佐藤・石澤法律事務所
(現　奥・片山・佐藤法律事務所)入所

平成 ２年10月 米国ニューヨーク州弁護士登録(現任)
平成
平成
平成

21
30
31

年
年
年

６
５
４

月
月
月

当社社外取締役(現任)
奥・片山・佐藤法律事務所開設(現任)
第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
(現任)

（重要な兼職の状況）
奥・片山・佐藤法律事務所パートナー
三井金属鉱業株式会社社外取締役
サッポロホールディングス株式会社社外監査役
大正製薬ホールディングス株式会社社外監査役

【社外取締役候補者とした理由】
佐藤順哉氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、企業法務の分野を専門
とする著名な弁護士として、長年にわたり培われた企業法務にかかる知識及び経験から、経営の監督と
チェック機能を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としました。
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候補者
番　号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

９

まつ

松
むら

村
 

　
たかし

隆
(昭和36年４月４日生)

昭和62年10月 新光監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）
入所

4,200株

平成11年 １月 株式会社さくら総合研究所入社
平成11年 ６月 当社社外監査役就任
平成13年12月 会社分割に伴い株式会社日本総合研究所に移籍
平成14年 ７月 松村公認会計士事務所開設（現任）
平成16年 ２月 税理士登録（現任）
平成25年 ６月 当社社外監査役退任
平成27年 ６月 当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
松村公認会計士事務所代表
興亜監査法人代表社員
株式会社万世社外監査役

【社外取締役候補者とした理由】
松村隆氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士として企業
会計の実務に長年にわたり携わっている経験及び知識から、経営の監督とチェック機能を適切に遂行
することができるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としました。

（注）１．取締役候補者和田孝氏はNIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLCの取締役会長を兼務しており、同社
は当社と汎用気化器の製造販売において競業関係にあるほか、部品等の取引関係があります。

２．取締役候補者和田孝氏は瀋陽日新気化器有限公司の董事長を兼務しており、同社は当社と汎用気化器
及びガス機器の製造販売において競業関係にあるほか、部品等の取引関係があります。

３．その他の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
４．佐藤順哉氏及び松村隆氏は、社外取締役候補者であります。
５．佐藤順哉氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会

終結の時をもって10年となります。
６．松村隆氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終

結の時をもって４年となります。
７．当社は佐藤順哉氏及び松村隆氏との間で責任限定契約を締結しており、当該契約の損害賠償責任の限

度額は、法令が定める額となります。両氏の再任が承認された場合は、両氏との間の当該契約を継続
する予定であります。

８．当社は、佐藤順哉氏及び松村隆氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
両氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
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第３号議案　当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)更新の件
当社は、平成28年６月29日開催の定時株主総会において、当社株式の大規模買付行為への対

応策（買収防衛策）更新（以下｢現プラン｣といいます。）につき、株主の皆様にご承認いただき
ました。

現プランの有効期間は、令和元年６月27日開催予定の当社第128期定時株主総会（以下「本株
主総会」といいます。）終結の時までとなっております。当社では、現プラン更新後も社会・経
済情勢の変化、買収防衛策をめぐる諸々の動向および様々な議論の進展を踏まえ、当社の企業価
値・株主共同の利益を確保・向上させるための取組みの一つとして、その更新の是非を含め、現
プランの在り方について引続き検討してまいりました。

当社は、かかる検討の結果、令和元年５月15日開催の当社取締役会において、会社法施行規則
第118条第３号に定める「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基
本方針」（以下「基本方針」といいます。）に照らして不適切な者によって、当社の財務および
事業の方針が支配されることを防止する取組みとして、本株主総会における株主の皆様のご承認
を条件に、現プランの一部を変更した上で更新（以下、変更後の対応策を「本プラン」といいま
す。）することを決定しましたので、本プランにつき、株主の皆様のご承認をお願いいたしたい
と存じます。

本議案には、社外監査役２名を含む当社監査役３名全員が本プランの具体的運用が適正に行わ
れることを条件として、本プランへの更新に賛同しております。

なお、本プランへの更新にあたり、主な改定点は以下のとおりです。併せて一部変更・修正・
整理等を行っております。

①　対抗措置の発動の是非に関し、株主意思確認（株主総会）に関する事項を追記
②　対抗措置の発動・不発動のプロセスに関するフローチャートを別紙４として追加

１．本プラン導入の目的

　本プランは、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支
配されることを防止するための取組みとして導入するものであります。
　当社取締役会は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その大規模な買付等
の目的等が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務お
よび事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えるものではありません。また、支
配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行
われるべきものと考えております。
　しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利
益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強制する
おそれのあるもの、取締役会や株主の皆様が株式の大規模な買付等の内容等について検討し、あ
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るいは取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのない
もの等、買収の対象とされた会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものもあり得ます。
　したがって、当社は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様が
適切なご判断をするために必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なル
ールに従って行われることが、企業価値・株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規
模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下「大規模買付ルール」
といいます。）を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模な
買付行為がなされた場合の対応方針を含めた買収防衛策として、本株主総会における株主の皆様
のご承認を条件に、現プランの内容を一部変更し、本プランとして更新することといたしました。

２．本プランの対象となる当社株式の買付

　本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）
を25％以上とすることを目的とする当社株券等（注３）の買付行為、または結果として特定株主
グループの議決権割合が25％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについてもあらかじめ当
社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問
いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大
規模買付者」といいます。）とします。

注１：特定株主グループとは、
（ⅰ）当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。）の保

有者（同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとしま
す。）およびその共同保有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条
第６項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。）または、

（ⅱ）当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法
第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを
含みます。）を行う者およびその特別関係者（同法第27条の２第７項に規定する特別関係者
をいいます。）を意味します。

注２：議決権割合とは、
（ⅰ）特定株主グループが、注１の（ⅰ）記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（金融商

品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、
当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以
下同じとします。）も加算するものとします。）または、
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（ⅱ）特定株主グループが、注１の（ⅱ）記載の場合は、当該大規模買付者および当該特別関係
者の株券等保有割合（同法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合
計をいいます。各議決権割合の算出に当たっては、総議決権の数（同法第27条の２第８項に
規定するものをいいます。）および発行済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定する
ものをいいます。）は、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書のう
ち直近に提出されたものを参照することができるものとします。

注３：株券等とは、金融商品取引法第27条の23第１項または同法第27条の２第１項に規定する
株券等を意味します。

３．独立委員会の設置

　本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その
判断の客観性および合理性を担保するため、現プランと同様に独立委員会規程（概要につきまし
ては、別紙１をご参照ください。）に基づき、独立委員会を設置しております。独立委員会の委
員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独
立している社外監査役および社外有識者（注）の中から選任します。独立委員会の委員に就任予
定の各氏の略歴につきましては別紙２に記載のとおりであります。
　独立委員会は大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの判断、対抗措置の発動・不
発動の判断、いったん発動した対抗措置の停止等の判断など、当社取締役会の諮問に対して勧告
するものとします。また、独立委員会は、対抗措置の是非および要否に関し、株主意思を確認す
ることが相当であると判断した場合、株主総会を招集し、対抗措置の実施に関する議案の付議を
勧告するものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、独立委
員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することとします。
　なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになされることを
確保するために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した外部専門家（フィナンシ
ャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を得るこ
とができるものとします。
注：社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会

計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいいます。

４．大規模買付ルールの概要

（１）大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出
　大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模
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買付行為の提案に先立ち、まず、当社代表取締役宛に大規模買付ルールに従う旨の誓約およ
び以下の内容等を日本語で記載した意向表明書をご提出いただきます。
①大規模買付者の氏名または名称および住所または所在地
②設立準拠法
③代表者の氏名
④国内連絡先
⑤提案する大規模買付行為の概要等
⑥本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約
　当社取締役会が大規模買付者から意向表明書を受理した場合は、速やかにその旨および必
要に応じ、その内容について公表します。

（２）大規模買付者による必要情報の提供
　当社は、上記（１）の意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内に、大規
模買付者から当社取締役会に対して、株主の皆様のご判断および当社取締役会としての意見
形成のために提供いただくべき必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）の
リストを当該大規模買付者に交付し、大規模買付者には、本必要情報のリストに従い、本必
要情報を当社取締役会に書面にて提出していただきます。本必要情報の一般的な項目は以下
のとおりです。その具体的内容は大規模買付者の属性および大規模買付行為の内容によって
異なりますが、いずれの場合も株主の皆様のご判断および当社取締役会としての意見形成の
ために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。
①大規模買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および組合員（ファンドの場

合）その他の構成員を含みます。）の詳細（名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、
財務内容を含みます。）

②大規模買付行為の目的、方法および内容（大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買
付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為
の実現可能性等を含みます。）

③大規模買付行為の対価の価額の算定根拠（算定の前提となる事実や仮定、算定方法、算定
に用いた数値情報ならびに大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想され
るシナジーの内容およびその根拠を含みます。）

④大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名
称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。）

⑤当社および当社グループの経営に参画した後に想定している役員候補（当社および当社グ
ループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、当社および当
社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策等
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⑥当社および当社グループの経営に参画した後に予定している当社の取引先、顧客、従業員
その他の当社に係る利害関係者と当社および当社グループとの関係に関しての変更の有無
およびその内容

　当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模
買付者に対し情報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的
な理由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものとします。
　また、当初提供していただいた情報を精査した結果、当該情報が大規模買付行為を評価・
検討するための情報として不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に
対して、適宜合理的な期限を定めた上で、本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求める
ことがあります。
　当社取締役会は、本必要情報が大規模買付者から提供されたと判断した場合には、その旨
の通知を大規模買付者に発送するとともにその旨を公表することとします。

また、当社取締役会が本必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付
者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役
会が求める本必要情報が全て揃わなくとも、大規模買付者との情報提供に係る交渉等を終了
し、その旨を公表するとともに、後記（３）の当社取締役会による評価・検討を開始する場
合があります。

当社取締役会に提供された本必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様の
ご判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、
その全部または一部を公表します。

（３）当社取締役会による評価期間等
　当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会
に対し本必要情報の提供を完了した後、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当
社全株式の買付の場合は最長60日間、またはその他の大規模買付行為の場合は最長90日間
を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締
役会評価期間」といいます。）として設定します。従って、大規模買付行為は、取締役会評
価期間経過後にのみ開始されるものとします。
　取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した外部専門家（フィナンシャ
ル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を受け
ながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重
した上で、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、
大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会とし
て株主の皆様へ代替案を提示することもあります。

－ 51 －

買収防衛策（更新）議案



2019/05/27 10:58:31 / 18482574_株式会社ニッキ_招集通知（Ｃ）

５．大規模買付行為が実施された場合の対応

（１）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模
買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案
を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対
する対抗措置は講じません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様におい
て、当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、
ご判断いただくことになります。
　ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例
えば以下の①から⑤のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、
当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、当社
取締役会は善管注意義務に基づき、例外的に当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを
目的として必要かつ相当な範囲内で、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律および
当社定款が認める対抗措置を講じることがあります。
①真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式

を会社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買収を行っている場合（いわゆるグリーン
メーラーである場合）

②当社の経営を一時的に支配して当社または当社グループの事業経営上必要な知的財産権、
ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲
させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株式の買収を行っている場合

③当社の経営を支配した後に、当社または当社グループの資産を当該買収者やそのグループ
会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行っている場合

④当社の経営を一時的に支配して当社または当社グループの事業に当面関係していない不動
産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当を
させるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けを
する目的で当社株式の買収を行っている場合

⑤大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付
で当社の株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、あ
るいは明確にしないで、公開買付等による株式の買付を行うことをいいます。）等の、株
主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株式の売却を強要
するおそれがあると判断された場合
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　上記のとおり例外的に対抗措置を発動することについて判断する場合には、その判断の客
観性および合理性を担保するため、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会
に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置発動の必要性、相当性
を十分検討した上で上記４（３）の取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。独立委
員会は、対抗措置の是非および要否に関し、株主意思を確認することが相当であると判断し
た場合、株主総会を招集し、対抗措置の実施に関する議案の付議を勧告するものとします。
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置発動または不発動につ
いて判断を行うものとします。
　具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断
したものを選択することとします。当社取締役会が具体的対抗措置として、例えば新株予約
権の無償割当を行う場合の概要は別紙３に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割
当をする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予
約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設
けることがあります。

（２）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
　大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何
にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、
上記（１）で述べた対抗措置を講じることにより大規模買付行為に対抗する場合があります。
独立委員会は、対抗措置の是非および要否に関し、株主意思を確認することが相当であると
判断した場合、株主総会を招集し、対抗措置の実施に関する議案の付議を勧告するものとし
ます。対抗措置を発動することについて判断するにあたっては、当社取締役会は、独立委員
会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で発動の是非に
ついて判断するものとします。

（３）対抗措置発動の停止等について
　上記（１）または（２）において、当社取締役会において具体的対抗措置を講ずることを
決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措
置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の助言、意見、また
は勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止または変更等を行うことがあります。
例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会において、無償割
当が決議され、または、無償割当が行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為
の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合に
は、独立委員会の勧告を受けた上で、効力発生日の前日までの間は、新株予約権無償割当等
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の中止、または新株予約権無償割当後において行使期間開始日の前日までの間は、当該新株
予約権の無償取得の方法により対抗措置発動の停止を行うことができるものとします。
　このような対抗措置の発動の停止等を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項ととも
に、法令および当社が上場する東京証券取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・
適切に開示します。

６．株主および投資家の皆様に与える影響等

（１）大規模買付ルールが株主および投資家の皆様に与える影響等
　大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かをご判断するために必
要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替
案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分
な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切なご判断をすることが可能と
なり、そのことが当社の企業価値・株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従い
まして、大規模買付ルールの設定は、株主および投資家の皆様が適切な投資判断を行う上で
の前提となるものであり、株主および投資家の皆様の利益に資するものであると考えており
ます。
　なお、上記５において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否か
により大規模買付行為に対する当社の対応が異なりますので、株主および投資家の皆様にお
かれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。

（２）対抗措置発動時に株主および投資家の皆様に与える影響
　当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、上記５に記
載した対抗措置を講じることがありますが、当社取締役会が具体的な対抗措置をとることを
決定した場合には、法令および当社が上場する東京証券取引所の上場規則等に従って、当該
決定について適時・適切に開示します。
　対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利または経済的側面
において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置の一つとして新株予
約権の無償割当を行う場合は、当社が当該新株予約権の取得の手続きを取ることにより、大
規模買付者等以外の株主の皆様は、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、
当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領するため格別の不利益は発生
しません。ただし、当社が新株予約権を取得する日までに、大規模買付者等でないこと等を
誓約する当社所定の書式による書面をご提出いただけない株主の皆様（当社がかかる誓約書
の提出を求めた場合に限ります。）に関しましては、他の株主の皆様が当該新株予約権の無
償割当を受け、当該新株予約権と引き換えに当社株式を受領することに比して、結果的にそ
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の法的権利または経済的側面において不利益が発生する可能性があります。また、独立委員
会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止または発行した新株予約権
の無償取得（当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失
います。）を行う場合には、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行
った株主または投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。
　大規模買付者等については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを
遵守した場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく
損なうと判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利ま
たは経済的側面において不測の損害が発生する可能性があります。本プランの公表は、大規
模買付者が大規模買付ルールに違反することがないようにあらかじめ注意を喚起するもので
す。

（３）対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き
　対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当を行う場合は、株主の皆様は引受け
の申込みを要することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得の手続
きをとることにより、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新
株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続
きは必要となりません。ただし、この場合当社は、新株予約権の割当てを受ける株主の皆様
に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面の
ご提出を求めることがあります。
　これらの手続きの詳細につきましては、実際に対抗措置を行うことになった際に、法令お
よび当社が上場する東京証券取引所の上場規則等に基づき別途開示いたします。

７．本プランの適用開始、有効期限および廃止

　本プランは、本株主総会での承認により同日から発効することとし、有効期限は令和４年６月
開催予定の当社定時株主総会の終結の時までとします。
　本プランは、本株主総会により更新が承認され発効した後であっても、①株主総会において本
プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②株主総会で選任された取締役で構成される当社取
締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとし
ます。また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値・株主共同の利益の
向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあります。
このように、当社取締役会が本プランについて更新、変更、廃止等の決定を行った場合には、そ
の内容につきまして速やかに開示いたします。
　なお、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、本プランに関する法令、東京証券
取引所の規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場
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合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与
えない場合等には、必要に応じて独立委員会の賛同を得た上で、本プランを修正または変更する
場合があります。

８．本プランの合理性

（１）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
　本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主
共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・
株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）
を充足しています。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に
発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」において示された、
形式的に当該買収が株主共同の利益を侵害するとまでは言い難い理由のみをもって買収防衛
策の発動が必要であるとの判断を行ってはならない等の内容も踏まえたものとなっておりま
す。さらに、平成27年６月１日より適用を開始した「コーポレートガバナンス・コード」の
「原則１－５．いわゆる買収防衛策」等を踏まえた内容となっており、合理性を有する内容
となっております。

（２）企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって更新されていること
　本プランは、大規模買付行為が行われる場合に、買付に応じるべきか否かを株主の皆様に
適切にご判断していただけるように、当社取締役会が大規模買付者から必要な情報を入手す
るとともに、その大規模買付行為や買付提案を評価・検討する時間を確保し、株主の皆様へ
代替案も含めた判断のために必要な情報を提供することを可能とすることで、企業価値・株
主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって更新されるものです。

（３）株主意思を重視するものであること
　本プランは、本株主総会での承認により発効することとしており、本株主総会にて本プラ
ンについて株主の皆様の意思を問う予定であることから、株主の皆様のご意向が反映される
こととなっております。また、本プラン更新後、有効期間満了前であっても、株主総会にお
いて本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるこ
とになり、株主の皆様のご意向が反映されます。

（４）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
　本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外
者のみから構成される独立委員会により行われることとされています。また、その判断の概
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要については、株主の皆様に公表することとされており、当社の企業価値・株主共同の利益
に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

（５）合理的な客観的要件の設定
　本プランにおける対抗措置の発動は、上記５の「大規模買付行為が実施された場合の対応」
において記載したとおり、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定
されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているもの
といえます。

（６）デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと
　本プランは、当社株主総会の決議または当社取締役会の決議で廃止することができるため、
いわゆるデッドハンド型の買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお発動
を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は、取締役任期を１年とし、期差
任期制を採用していないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員
の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛
策）でもありません。

以　上
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（別紙１）

独立委員会規程の概要

・独立委員会は、当社取締役会の決議により設置される。

・独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う
経営陣から独立している社外監査役および社外有識者の中から、当社取締役会が選任する。

・独立委員会は、当社取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理
由および根拠を付して、当社取締役会に対し勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こうした決
定に当たっては、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととす
る。

・独立委員会は、投資銀行、証券会社、弁護士その他の外部専門家等に対し、当社の費用負担により
助言を得ることができる。

・独立委員会決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。
　ただし、委員に事故あるとき、その他やむを得ない事情があるときは、委員の過半数が出席し、そ

の過半数をもってこれを行う。

以　上
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（別紙２）

独立委員会の委員略歴

　本プランへの更新後の独立委員は、引き続き以下の３名を予定しております。

　須藤　修（すどう　おさむ）
昭和52年10月 司法試験合格
昭和55年 ４ 月 弁護士登録

東京八重洲法律事務所入所
昭和58年 ４ 月 東京八重洲法律事務所・パートナー
平成 ５ 年 ４ 月 あさひ法律事務所創設・パートナー
平成
平成

11
28

年
年

６
５

月
月

須藤・高井法律事務所開設・パートナー
須藤綜合法律事務所開設・パートナー(現職)

　染野　光宏（そめの　みつひろ）
昭和47年 ９ 月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所

（現　有限責任監査法人トーマツ）入所
昭和54年 ２ 月 千葉第一監査法人入所
昭和55年 ３ 月 公認会計士第三次試験合格
昭和55年 ５ 月 税理士登録（現職）
昭和55年12月 染野公認会計士事務所開設（現職）
平成20年 ６ 月 当社社外監査役（現職）

　夏目　岳彦（なつめ　たけひこ）
平成10年10月 青山監査法人（現　ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
平成14年 ４ 月 公認会計士登録（現職）
平成19年 ８ 月 有限責任監査法人トーマツ入所
平成27年 ８ 月 ミネルヴァインサイト合同会社設立（現職）

夏目公認会計士事務所開設（現職）
平成29年 ６ 月 当社社外監査役（現職）

　上記の各委員と当社の間には、特別の利害関係はありません。

以　上
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（別紙３）

新株予約権無償割当の概要

１．新株予約権無償割当の対象となる株主およびその割当方法
　　当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記載された株主に対し、その所有する

当社普通株式（ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新たに払
込みをさせないで新株予約権を割当てる。

２．新株予約権の目的となる株式の種類および数
　　新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的となる株

式の数は１株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うも
のとする。

３．株主に割当てる新株予約権の総数
　　当社取締役会が定める割当期日における当社普通株式の発行可能株式総数から当社普通株式の発

行済株式の総数（ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。）を減じた株式数を上限とする。
当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。

４．各新株予約権の行使に際して出資される財産およびその価額
　　各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は１円以上で当社取締役会が

定める額とする。

５．新株予約権の譲渡制限
　　新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

６．新株予約権の行使条件
　　議決権割合が25％以上の特定株主グループに属する者等（ただし、あらかじめ当社取締役会が同

意した者を除く。）でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会にお
いて別途定めるものとする。

７．新株予約権の行使期間等
　　新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、

当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記６の行使条件のため新株
予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権１個につ
き当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定めることが
ある。

以　上
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（別紙４）

本プランに係る手続きの流れ

当社株式の大規模買付行為

取締役会

意向表明書提出
（大規模買付ルールを遵守する買付者）

対抗措置　不発動 対抗措置　発動

意向表明書提出なし
（大規模買付ルールを遵守しない買付者）

・大規模買付者に対する情報提供の要求
・大規模買付者との交渉
・代替案の検討

独立委員会から取締役会に対して助言・意見・勧告

情報
提供

情報提供 追加情報の要求

情報
提供

交渉
追加情報の要求

大規模買付ルール遵守の要請
情報の要求

上記フローチャートは、本プランに対するご理解をいただくことを目的に参考として記載しております。本プラ
ンの詳細については、本文をご参照ください。

対抗措置発動の決議（独立委
員会が株主総会の招集を勧告
しなかった場合に限る。）

独立委員会
・必要情報の検討・評価・判断
・対抗措置（新株予約権無償割当等）発動の是非について検討

取締役会
対抗措置不発動の決議

取締役会
対抗措置発動を株主総会付議
することを決議

株主総会
対抗措置発動に関する
株主意思確認

取締役会
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海老名市役所

下今泉交差点

ショッパーズ
プラザ海老名

イオン

NTT

レンブラントホテル海老名

【交通のご案内】ＪＲ、小田急線、相鉄線の海老名駅より徒歩約５分。
新宿より急行で約50分（小田急線)、横浜より急行で約30分（相鉄線)。
お車をご利用の場合は、国道246号線下今泉交差点より県道町田・
厚木線を経由約20分。圏央道（東名高速道路経由）海老名インター
チェンジより約10分。

レンブラントホテル海老名
２階「プリマヴェーラ」

（平成30年12月１日にオークラフロンティアホテル海老名から
名称が変更となりました。）

〒243-0432　神奈川県海老名市中央二丁目９番50号
TEL.046-235-4411

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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